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令和２年第７回 国分寺市農業委員会総会議事録 
 

令和２年７月17日(金)午前９時30分 

第７回国分寺市農業委員会総会をＪＡ東京むさし国分寺支店に召集する。 

 

出席委員 

(14名) 

欠席委員 

(１名) 

1番  田中 豊    2番  関口 竹人   3番  佐藤 弘    4番 内藤 孝雄欠 

5番  鈴木 一雄   6番  神山 弘幸    7番  尾又 守     8番  濱野 周泰  

9番 金谷 こずえ  10番  真藤 秀夫    11番  田倉 隆行 12番 本橋 裕司  

13番  池谷 喜市    14番  本多 章雄   15番  小栁 良江 

事務局 

出席職員 
事務局長 清水 昭策  事務局係長 榎本 紘幸  係 古川 健二 

 

＜ 議事日程 ＞ 

日程第１  開会と署名委員指名 

 

日程第２  前回会議録の承認 

 

日程第３  会長等の報告 

 

日程第４  議案審議 

議案第１号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

議案第３号 相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の 

      交付について 

 

日程第５  報告事項 

報告第１号 第40回農業後継者顕彰事業推薦候補者の辞退について 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

 

日程第６  その他 

 

                                       

総会開催に先立ち，市長から今期最後となる農業委員に挨拶をした。 

市長退席後，議長（田中 豊）は令和２年第７回国分寺市農業委員会総会の開会

を宣言した。 

○ 日程第１  開会と署名委員指名 

議長は，議事録署名委員について，次の２名を指名した。 

５番 鈴木職務代理   ６番 神山委員 

 

○ 日程第２  前回会議録の承認 
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事務局提示のとおり前回会議録は承認された。 

 

○ 日程第３  会長等の報告 

 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号  生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書の交付について 

議長は，議案第１号第１番から２番を議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を佐藤委員，２番を本橋委員に現地調査報告を求めた。 

佐藤委員   議案第１号１番について，７月６日に，内藤委員，濱野委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，現在，キュウリ・トマ

ト・ジャガイモ等の野菜類が栽培されており，すべて適切に肥培管理

されていた。 

本橋委員   議案第１号２番について，７月６日に，神山委員，私と事務局で現

地調査を行った。北側農地ではクリが，南側農地では，クリの他，ツ

バキ・ハナミズキ等の植木類が栽培されており，すべて適切に肥培管

理されていた。 

議  長   本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの

で，議案第１号１番から２番について全員一致で承認とする。 

 

議案第２号  相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

議長は，議案第２号１番から３番を議題とすることを告げ，事務局

説明後，１番を鈴木職務代理に，２番を本多委員に，３番を小栁委員

に現地調査報告を求めた。 

鈴木職務代理  議案第２号１番について，７月６日に，本多委員，私と事務局で現

地調査を行った。自宅東側の農地では，ヤマボウシ・モミジ等の植木

類のほか，カキ・モモ等の果樹類が，自宅南側の農地では，ラカンマ

キ・マツが，東元町四丁目北側農地では，ウメが栽培されており，す

べて適切に肥培管理されていた。 

よって本案件の人物は相続税納税猶予を適用するに適格だと考える。 

本多委員   議案第２号２番について，７月６日に，鈴木職務代理，小栁委員，

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，シクラメン・ペンタ

スなどの花卉類のほか，パセリ・スイカ等の野菜苗が栽培されており，

すべて適切に肥培管理されていた。 

なお，本件については，トイレとして使用している農地部分があり，

今回の申請からは適切に除かれている。 

よって本案件の人物は相続税納税猶予を適用するに適格だと考える。 

小栁委員   議案第２号３番について，７月６日に，鈴木職務代理，本多委員，

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では，ウメ・ユズ・ビワ等

の果樹類が栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

よって本案件の人物は相続税納税猶予を適用するに適格だと考える。 

議  長    本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの 

 で，議案第２号１番から３番までについて全員一致で承認とする。 
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議案第３号  相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書 

の交付について 

議長は，議案第３号１番から３番を議題とすることを告げ，事務

局説明後，１番を池谷委員，２番を真藤委員，３番を関口委員に現地

調査報告を求めた。 

池谷委員   議案第３号１番について，７月８日に，田中会長，真藤委員，私と

事務局で現地調査を行った。並木町の農地ではクリが，北町の農地で

は，クリ・ブルーベリー等の果樹類，サツマイモ・インゲンマメ等の

野菜類が栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

真藤委員   議案第３号２番について，７月８日に，田中会長，池谷委員，私と

事務局で現地調査を行った。自宅隣接の農地では，ナス・ピーマン等

の野菜類，クリ・ミカン等の果樹類が，北町二丁目の農地では，ニン

ジン・トウモロコシ等の野菜類が栽培されており，すべて適切に肥培

管理されていた。 

関口委員   議案第３号３番について，７月６日に，神山委員，本橋委員，私と

事務局で現地調査を行った。当該農地では，自宅東側の農地では，ハ

ナミズキ・モミジ等の植木類が，西側の農地では，マツ・シラカシ等

の植木類が栽培されており，すべて適切に肥培管理されていた。 

議  長   本議案について審議の結果，各委員の確認することに異議がないの

で，議案第３号１番から３番について全員一致で承認とする。 

 

○ 日程第５   報告事項 

報告第１号 第40回農業後継者顕彰事業推薦候補者の辞退について 

      事務局から，本人申し出により辞退となった経緯を報告した。 

 議  長   推薦期限が近く，別の候補者を出すことは困難なことから，今年度

は候補者を出さないこととする。 

 

報告第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号について，事務局より資料を基に１件報告した。 

 

報告第３号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第３号について，事務局より資料を基に３件報告した。 

 

○ 日程第６ その他 

・「農業委員章」「腕章」の回収 

・記念品の配布 

・議事録の署名について 

今回の議事録は作成後，議事録署名委員に郵送する。 

 

議  長   令和２年第１回農業委員会臨時総会は，７月20日(月)午前９時30分よ

り，ＪＡ東京むさし国分寺支店にて開催する。 
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上記の会議のてん末を記載し，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

 

令和２年７月17日 

国分寺市農業委員会 

会 長   田中  豊 

 

署名委員 

 

        署名委員 


